建経業第88号の２
令和５年６月26日
　（一社）静岡県建設産業団体連合会会長　様　　　

　（一社）静岡県建設業協会会長　様　　　　　　　
静岡県建設事業協同組合連合会会長　様
静岡県交通基盤部長

静岡県交通基盤部地域維持型業務共同企業体取扱要領の策定につ

いて（通知）

地域におけるインフラ施設の維持管理等については、施工可能な建設業者が減少しており、本県においても、今後、その維持管理が困難となる地域が生じるおそれがあります。

そのため、将来にわたって持続的にインフラ施設の維持管理等を行うことができる、地域に精通した建設業者の維持に資するため、包括的な維持管理業務を担うことができるよう、静岡県交通基盤部地域維持型業務共同企業体取扱要領を策定したので通知します。

つきましては、貴会会員への周知について御協力をお願いいたします。
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